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「 オミクロン株感染拡大
特別警戒期間 」
１月１２日（水）～

➢ 県内は感染力が強いオミクロン株の第６波に本格的に突入

➢ 異次元のスピードで感染が拡大しており、ピークはいまだ見えず

➢ このままでは、医療体制や保健所業務への深刻な影響を危惧

過去最大の危機的状況に直面
日々の具体的な行動変容を

令和４年１月１４日改訂



➢ 県内行動（新規）

【法要請】（特措法第24条第9項）

○ 混雑した場所や感染リスクの高い場所
への外出自粛

「特別警戒期間」の主な要請内容等①

①県民への要請
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➢ 県外往来（変更）

【法要請】（特措法第24条第9項）

○ 県外との不要不急の出張・往来自粛



➢ 会食注意（変更） （特措法第24条第9項）

○ 大人数、長時間を避けて（全県ルール）
（１テーブル４人まで、テーブル間隔は十分確保、移動なし）

松山市、今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、四国中央市（1/14～追加）

◇認証店以外は、「４人以下で、概ね２時間以内」
※ワクチン２回接種者も含めて対象

◇認証店は、「全県ルール」を適用

※同居家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りではない

○ 県外往来や来県者と接触のある方は、参加は極力控えて
※参加する場合は、無料検査所も活用し、陰性を確認した上で参加

○発熱だけでなく、鼻水やのどの痛み、倦怠感や消化器症状
（下痢）など風邪症状のある方は、絶対に出席しない、させない

○認証店など、感染対策を徹底されたお店を利用（特に換気の確認）

「特別警戒期間」の主な要請内容等③

①県民への要請
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（一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変）令和2年３月１日版

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

家庭内でご注意いただきたいこと
～８つのポイント～

個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも
2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。

ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

部屋を分けましょう

 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、

妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外
す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。

マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。
（アルコール手指消毒剤でも可）

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

マスクをつけましょう

こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしま
しょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにし
てください。

こまめに手を洗いましょう

裏面へ



定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開
け放しにするなど換気しましょう。

換気をしましょう

共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市販
の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の
目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%の
場合、水3Lに液を25mlです。））。

トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消
毒剤でこまめに消毒しましょう。
・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。

 洗浄前のものを共用しないようにしてください。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスク
をつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてくだ
さい。
・糞便からウイルスが検出されることがあります。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に
出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手
を洗いましょう。

ゴミは密閉して捨てましょう

 ご本人は外出を避けて下さい。
 ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を
し、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状が
あるときには、職場などに行かないでください。



新型コロナウイルス感染症の無料検査
 

 ■対象者
　　感染に不安を感じる無症状の方 　

 ■検査場所
    ▷愛媛県総合保健協会南予支所（朝日町3-5-9）※2月28日まで
　　   営業時間：9時～14時（平日のみ・土日祝日休）予約不要
　　　 検査方法：ＰＣＲ検査　
       連 絡 先 ：080-8479-9647、080-9558-3827　

 ※検査費用：無料
 

   
発熱や咳等の症状がある方は検査できません。医療機関を受診してください。



宇和島市中小企業者等応援給付金【第３弾】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者等の経営への影響が長期化等している
ことから、事業の継続に向けた取組みを市独自で支援するもの。

区 分 内 容

対 象 者

以下の①から④までのすべてを満たした中小企業者等
 ①令和２年１２月以前から市内に事業所を有する法人・個人
 ②令和２年１２月以前から事業収入を得ており､申請時点で事業
  継続の意思がある
 ③令和元年の年間事業収入と比較し､令和３年の年間事業収入が
  感染症の影響により１５％以上減少
 ④令和元年の年間事業収入が１２０万円以上

支 給 対 象 外 売上減少の理由が感染症の影響によるものでない場合 等
 （例）天候不良等による出荷量の減､自己都合による休業など

支 給 額 一律 ２０万円

申請受付期間 令和４年２月２１日（月曜日）~ 令和４年５月３１日（火曜日）
申 請 方 法 原則､郵送申請  ※感染拡大防止のため､郵送申請にご協力をお願いします。

問 合 せ 先 商工観光課 商工係 ☎ ０８９５ - ４９ - ７０８０

　※国の「事業復活支援金」、県の「えひめ版応援金(第３弾)」など他の給付金との併給可。
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【第４弾】えひめ版応援金（県単独事業）

◆【第４弾】のポイント

・飲食店も支給対象

・支給対象者：令和４年１～３月の売上が減少した中小事業者等

・支給金額：中小事業者等20万円、個人事業主10万円

※希望する場合は早期支給を実施（応援金の1/2）

第４弾 第３弾

支給
対象者

Ｒ4年1~3月のうち、次のいずれかに該当

・任意の月の売上がH31年～R3年の任意の年の

同月比で△30%以上

・任意の連続2か月の売上がH31年～R3年の任意

の年の同期比で△15％以上の中小企業者等
※第３弾までの受給者も要件を満たせば受給可
※売上に時短協力金等は含まない

Ｒ3年10～12月のうち、次のいずれかに該当

・任意の月の売上が前（前々）年同月比で

△30%以上

・任意の連続2か月の売上が前（前々）年同期比

で△15％以上の中小企業者等
※第２弾までの受給者も要件を満たせば受給可

支給金額
中小事業者等：２０万円

個人事業主 ：１０万円

中小事業者等：１０万円

個人事業主 ： ５万円

支給
対象外

〇国の事業復活支援金を受給した事業者

〇Ｒ3年8～9月に時短要請の対象となった飲食店
〇月次支援金（R3年10月分）・事業復活支援金を
受給した事業者

事業主体 受付から支給事務まで県が担う

応援金の
使途

応援金を感染防止対策等に活用 ※アクリル板やCO2センサー等の感染対策資材の設置など



令和３年度 大学生等生活応援給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、修学等に不安を抱えている市内外の大学生等に対し
市独自で支援するもの。

区 分 内 容

対 象 者

平成１５年４月１日までに生まれた方のうち、令和４年２月１日時点で
次のいずれかに在学している方 

市内外の
・大学（大学院含む）、短期大学、高等専門学校（４年次以上）、専修学校  
 （専門課程）、その他１年以上の教育課程があるこれらに準ずる大学等 

市内外の
・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校（３年次以下）
    専修学校（高等過程） 

申 請 者 対象者を扶養している保護者（令和４年２月１日時点で市内に居住）

支 給 額 対象者１人につき ５万円

申請受付期間 令和４年６月３０日（木曜日）

申 請 方 法 インターネットまたは郵送

問 合 せ 先 企画情報課 地方創生係 ☎ ０８９５ - ４９ - ７１０５　



新型コロナワクチン追加接種（3回目）
～集団接種会場及び接種日～

　■集団接種会場（宇和島市総合体育館）での接種
　　　※計８回、一日1,400人の接種を予定しています。

  　　 ※集団接種はこの日程のみとなりますので、ご注意ください。

　

　■ワンコインタクシー
　　　会場までの移動が困難な方につきましては、ワンコインタクシーをご利用できます。
　　　 ホームページや本庁、支所、公民館でご確認ください。
　    ※島しょ部の方につきましては、接種券に定期便無料チケットを同封いたしますのでご利用ください。

予約開始日 接種日

 ２月１日（火曜日）
２月

19日（土曜日）　20日（日曜日）
23日（水曜日・祝日）　26日（土曜日）
27日（日曜日）

３月
５日（土曜日）　６日（日曜日）　
12日（土曜日）



新型コロナワクチン追加接種（3回目）
～対象者・予約開始日・予約方法～

 ■対象者 ６４歳以下の方
   　※２回目接種を完了した方が対象となります。
　　　　３回目の接種は２回目の接種が終了した日から、概ね７～８か月以上経過すると接種できます。

 ■接種券発送開始日 ２月１8日（金曜日）～
 ■予約方法　接種券がお手元に届き次第、予約が可能となります。
　  ①インターネット予約　※積極的なご利用をお願いいたします。
　　　　 ▶パソコン、スマートフォンから２４時間予約可能です。
　　　　 ▶チラシのＱＲコードを読み込むか、市公式ＬＩＮＥにご登録いただくと、簡単に予約受付システムの
　　　　   ページに進むことができます。
　　　   ▶本庁、各支所の窓口で、職員が予約のお手伝いをします。
　  ②電話予約　０５７０-００-０３８９（専用ダイヤル　通話料有料）
　   　　▶コールセンターと専用窓口の対応時間は、午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）

   
密を避けるため、インターネット・コールセンター予約を積極的にご利用ください。



https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333



新型コロナワクチン接種（小児：５～11歳）
～対象者・予約開始日・予約方法～

■対象者　５歳～11歳
　　※接種は強制ではありませんが、ワクチンを接種することで、感染しても症状が出にくくなります。
　　　 特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様は、接種にあ　　
　　　 たっては、あらかじめ、かかりつけ医などとよくご相談ください。

■接種券発送開始日 3月上旬～
■予約方法　接種券がお手元に届き次第、予約が可能となります。
　　①インターネット予約　※積極的なご利用をお願いいたします。
　　　 ▶本庁、各支所の窓口で、職員が予約のお手伝いをします。
　　②電話予約　０５７０-００-０３８９（専用ダイヤル　通話料有料） 

■接種開始時期　　３月中旬～　　　
■使用するワクチン　ファイザー製の小児（５～11歳）用ワクチン
■接種方法　　　　　３週間の間隔をあけて、合計２回接種
■接種会場　　　　　※医師会と調整中（決まり次第、ホームページ等でお知らせします）　


